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r日
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一、宇

川
大
正
へ
の
不
院

L寸
－
江
戸
川

ゑ九叩

τ

ロ

治
問
山
早

J、
円問

2 

戦
前
の
学
説

恐
立
の
い
仏
、
7

を
斗
d

え
Q
H
」
と
で
本
人
を
例
い
外
的
に
伝
送
F
J
4
0
帝
壮
一
判
河
の
法
律
構
成
は
、
一
恥

一
ん
叶
さ
れ
ざ
る
保
川
一
行
伎
の
抗
弁
J

前
の
教
科
吉
や
、
け
釈
常
に
お
い

計
六
れ
ざ
る
椛
刊
行
伎
の
抗

リ

f
説
で
も
浅
一
説
、
と
ほ
っ
た
。
た
に
し
、
必
意
の
抗
弁

中
止
説
乞
支
持
す
る
予
説
は
、

河
川
川
口
組
を
川
批
判
に
受
打
入
ー
れ
た
だ
け
で
為
り
、

独
tH
（
り
粒
極
的
以
拠
を
挙
げ
て
い
た
わ
け
で
は
な

、
ト
！
？
、

！寸

l
d
k

似
十
三
、
、

戦
前
の
す
べ
て
の
人
吊
者
研
判
刈
法
珂
を
支
持
し
た
わ
行
で
ば
ん
ホ
い
〔

一
部
の
Jf
説
は
、
代
理
桧
並
川
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問
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代
庄
、
、
仏
心

時
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時
剥
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で
解
決
寸

Q
は
併
を
提
唱
し
た
c

、一

、
代
域
住
探
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行
為
ど
原
町
刊
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に
右
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叫
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、
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雫
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に
つ
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ま
た
は
品
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川
、
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、
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あ
っ
工
場
九
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ぃ
、
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川
行
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を
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理
行
為

H
Fる

の
保
護
を
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る
、
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で
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令
判
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説
げ
か
代
迎
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的
校
拠
お
よ
｝
J
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件
に
け

つ
の
領
叫
ー
が
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れ
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第
一
に
、
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一
十
む
が
代
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弁
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さ
れ
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収
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判
例
通
説
の
変
容

連
邦
通
常
裁
動
所
の
判
例

J、
円問

戦
筏
、
述
邦
通
事
法
判
所
は
市
川
意
の
抗
弁
（
↓
討
さ
れ
が
る
ぬ
利
行
伎
の
抗
弁
）

にも
d

っ
て
本
人
キ
保
護
ず
J

る
す
市
民
汰
判
州
の
判
的
作

述
J
V
一
幕
本
的
に
踏
襲
L
1
1
し
か
し
、
本
人
に
山
札
止
い
を
認
吟

Q
1一
断
基
準
に
つ
い
ご
念

i
の
変
容
が
凡
打
一
れ
｝
白
。

7
｝
述
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
凶
年
一
月
三
五
け
判
一
冊

用
事
業
〕

地
内
己
Y
心川町ハ札、パ山川、

IF一社
が
収
Mjhy作
る

υ的
C
M守i
埋
川
市
ペ
付
し
て
い

f
町
民
場
～
た
だ

L
、
そ
の
所
右
柊
は
Y
に
同
市
ほ
し
て
い
た
～

の
通
、
d
h
C
丈
め
に
M
M
刈いい
X
か
ら
川
町
料
な
ど

J
X
は、

A
が
当
該
供
給
契
約
に
際
し
r
広
場
所
有
者
に
る
防
Y
心
伝
P
I
L

代
理
人
L
〆
し

て
い
た
と
、
土
張
し
、
ヲ
げ
の
代
金
り
え
f
い
を
Y
に
請
求
し
λ

原
容
は
X
の
詰
点
、
デ
棄
却
し
に
r

こ
れ
い
に
対
し
て

X
が
ト
ム
？
し
た
。

〔純白〕

ー
告
棄
却
c

出
代
間
持
政
用
法
問
け
円
意
代
制
四
一
体
性
位
川
村
山
の
場
合
の
4
h
a
ら
ず
、
九
一
件
の
よ
う
な
法
定
代
坦
桟
濫
ロ
ん
の
場
合
午
主
こ
く
満
目
さ
れ

る
必
「
す
同
裁
判
所
は
、
取
引
の
桐
子
ん
が
単
純
な
過
失
に
よ
コ
て
代
攻
塔
i
g
m巳
を
認
識
L
z叫
か
っ
た
場
合
に
も
、
」
刊
人
約
L
L

の
よ
間
市
小
仁

対
す
る
市
民
主
の
抗
弁
h
山
本
人
、
に
認
め
ら
れ
る
こ
表
明
L
に
。
こ
の

υ
場
は
ム
ス
日
行
で
き
る
L

O

一
こ
の
よ
《
な
山
崎
台
、
生
志
の
抗
弁
は
、
山
4

千
万
が
契
約
に
お
い
て
良
俗
に
反
す
る
v
刀
法
で
代
河
人
こ
治
働
じ
、
＋
人
か
故
古
に
存
じ
た
＼
R
心
H
八

と
い
う
、
張
を
ぷ

必
rL
一
詰
め
ら
、
れ
る
の
で
は
以
レ
じ
む
し
ろ
、
キ
子
方
守
、
の
一
伺
肯
凡
な
出
没
を
死
山
川
に
、
代
理
人
が
代
郡
性
格
ん
と
判
し
て
い
、
た
と
、
張
ず
る
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こ
と
を
一
副
叉
れ
な
い
、
そ
の
、
主
J

な
法
的
評
価
一
？
？
品
川
町
抗
弁
主
党

E
3
止
る
校
拠
と
ぷ
る
f

こ
の
右
立
な
慾
皮
と
い
う
の
は
、
リ
前
玄

に
4
る
も
の
と
も
、
ロ
ハ
俗
違
反
の
も
の
で
な
く
て
も
一
正
い
L
D

③
加
川
千
占
の
帳
台
前
ぶ
を
否
定
守
る
た
め
に
は

川
相
子
方
が
M
品
川
心
事
実
を
す
ら
な
か
っ
炉
こ
こ
に
過
日
光
が
あ
っ
三
だ
け
て
は
介

C
な

つ

む

L
L
J
一
当
字
者
双
万
け
諸
初
日
？
？
絞
量
L
つ
つ
八
十
体
の
芋
怖
か
評
慨
し
、

N
h
1
方
H
h
代
珂
権
設
用
に
ふ
っ

契
約
に
伎
俳
ι
ず
る
、
一
ζ

を
信
託
別
ト
2

列
記
さ
れ
る
h
r
ζ

、づか

1
断」
9
る
、
｝
乙
が
卓
市
え
で
み
る
＼

〔
検
川
〕

本
川
決
に
お
い
ご
述
邦
通
常
裁
問
一
品
川
は

品
川
苅
リ
」
惟
滋
用
心
事
守
ん
の
不
日
に
つ
き
志
失
L

ぬ
る
い
恥
い
千
円
リ
か
ら
の
照
行
請
求
r
L
U
け
し
て
本
人

は
mA立
の
z
抗
弁
に
よ
う
て
丸
ぱ
仇
で
き
る
と
い
う
帝
国
ぷ
判
仰
の
判
例
伝
理
中
路
相
訂
し
た
）
こ
訂
正
批
ム
、
相
手
む
の
履
行
請
求
が
不
行
と
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さ
れ
る
松
山
悦
は
相
子

n
c
「
態
度
の
有
責
竹
一
に
い
ぶ
め
ら
れ
る

判
旨
（
WVJJ
犯
↑
リ
で

本
人
の
み
川
弁
ど
認
め
が
け
る
か
ど
う
か
は
、
州
刑

T
カ
り
過
止
へ
の
有
慌
の
み
h
h
ら
す
、
当
該
市
中
交
に
お
け
る
事
怯
を
一
一
を
つ
号
店
し
て
判
断
す
べ
き
と
す
る

一
川
旨
一
必
）
υ

こ
の
よ
う

本
判
決
は
勺
事
者
川
味
方
（
り
刊
同
衡
量
な
ら
円
v
N
4コ
誇
市
ア
え
に
お
け
る
一
ぷ
事
悼
の
総
ヘ
U

考
慮
ー
と
重
似
し
7
よ

出

句

、

川

工
山
倒
的
事
情
の
み
を
判
阿
茶
刊
と
い
て
し
た
r
b
凶
裁
判
所
の
判
例
法
盟
と
く
つ
べ
で
特
般
的
で
あ
る

V
1だ
し
、
述
児
通
常
裁
判
r肘
は
、
一
川「川学下、人以

こ
の
IHが
、
均
十
仁
川
ス
U

ゆ
一
の
た
め
の
円
〈
体
的
な
品
川
量
文
一
南
ゃ
P
J庖
仰
天
ト
一
一
が
付
か

Y
一ハJ
〕
て
い
な
い
す

一
必

8
｝
述
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
人
年
一
ム
月
二
ω
九
日
判
決

〔
事
業
一

本
れ
は
手
形
一
つ
山
汁
人
で
為
る
原
告
V
A

が
、
畏
弁
人
で
あ
る
被
告
Y
銀
行
に
対
し
ご
手
形
全
部
日
一
支
払
会
主
山
川
五
L
に
も
の

C
4め
る
。
こ

ロ主
R
K
一
斗

j
J
c
i
Z
J一ν

じ
＝
1
H

〆

b
Tメ
l
↑

司

L

ヰ竹川

T
形
は
支
配
人

A
C
比
六
坪
従
市
川
に
よ
れ
り
守
名
、
子
、
れ
た
と
抗
弁
し
に
。
本
刊
で
は
と
く
に

Y
が
A
に
サ

、e, 



r日

ず
る
w
件以
HhvkhE
っ
た
ご
と
で
代
問
権
の
位
川
行
為
が
パ
7
〕
た
と
し
丈
ノ
事
情
一
い
わ
ゆ
ゐ
ぷ
人
の
一
共
同
渦
牛
八
一
が
あ
つ
に
た
い
的
、
こ
の
ャ

と
が
、
本
人
保
護
の
可
人
刊
を
汀
断
す
る
間
的
に
ど

が
問
題
と
な
っ
打
。
常
一
審
は
X
心
持
求
を
沼
市
件
L
、門川山審
4
Y

J、
円問

誌
を
来
年
し
た
守
一
れ
に
対
1

〆て
Y
が
l
奔
し
た
ロ

［
判
首
j

xη
詰
求
幸
市
却

（
所
主
叶
訴
一
訟
ピ
お
い
て
は
、

原
告
が
認
め
ら
れ
ん
ヘ
証
拠
万
法
以
れ
に
d

っ
て

Y
4を
行
っ
～
場
合
、
ナ

η
請

求
を
不
心
こ
し
て
棄
却
rJ
＼
き
こ
山
止
め
る
川
民
事
訴
訟
法
（

7Lro～
ι九
う
白
久
木
二
引
に
某
っ
く
）
。

必
一
代
制
山
内
へ
が
円
四
叫
り
引
に
本
人
心
不
利
益
と
な
る
よ
う
に
行
持
し

か
つ
第
一
者
が
J

一
同
一
失
に
よ
れ
勺
一
一
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
湯

合
一
、
第
一
苔
は
！
」
玖
代
町
行
為
が
有
抜
山
句
碑
で
↓
め
っ
た
と
主
張
で
き
な
い
乙

必
ー
か
L
、
一
本
人
が
代
理
人
に
4Rす
る
必
申
k
h
a
計
千
品
目
と
村
山
ノ
一
に
た
め
に
代
瑳
桧
滋
用
炉
牛

tiた
と
L
K
一
一
契
約
の
相
手
方
が
！

y
Aし

に
ぬ
合
、
キ
人

B
G
B
 一
何
一
一
条
心
恭
司
に
沈
い
右
主
た
る
い
は
部
労
的
に
f
h
u

｛
止
さ
れ
は
行
れ
ば
な
ら
な
い
J

本
人
が
代
血

人
に
対
す
る
矧
利
さ
れ
ー
ド
一
保
川
村
「
公
立
り
、

収
口
J

に
お
い
て
山
じ
の
利
心
が
叫
ぶ
す
る
と
こ
ろ
を
川
’
視
し
I
H
J

に
も
か
h
－
わ
ら
ず
、
代
理
権

桜
山
市
片
山
ょ
う
、
生
。
J

る
小
問
V

へは
ι
契
約
（
U

和
子
ん
が
す
べ
f
L
負
担
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
日
義
則
上
斤
さ
れ
な
い
U

⑦
「
信
義
誠
実
の
具
体
的
な
現
れ
で
あ
る
E

G

E
一
日
同
条
の
法
的
思
想
は
、

こ
の
よ
う
会
場
令
に
、

攻山
h
J

行
弘
に
」
る
不
利
以
な

人
t
判
？
方
の
間
E
双
方
の
過
失
を
パ
苧
ζ
L
C
分
胤
「
る
γ

と
の
相
川
件
を
い
ヰ
ベ
は
ず
で
あ
る
い
ヲ
ν
た
が
っ
て
、
点
目
行
為
J
ト

仲
れ
い
づ
く
本
人
へ
の
川
本
は
ぬ
ム
じ
に
よ
っ
て
は
り
必
の
託
九
円
に
つ
い
て
の
み
認
科
手
れ
ね
る
」

〔
検
片
品
］

本
判
決
も
茶
木
的
に
は
従
米
の
判
釈
法
注
に
従
3

一
に
い
る

（判【日
m
W
）
口
組
万
で
、
本
刈
討
は
信
一
1
7ん
の
履
行
請
求
全
信
説
明
ピ

よ
三
、
石
え
で
き
る
古
ど
う
か
の
リ
リ
断
片
ー
あ
f

二
工
、
い
帽
子
万
の
u

思牛んの

、
代
法
権
監
用
を
中
じ
さ
ゼ
に
＋
八
円
7

却
心
決
ち

度
も
い
4
4
返
に
i
へ
れ
る
べ
き
と
す
る

（判

UH3）
乙
二
1

れ
片
山
、
「
当
長
者
双
刀
心
諸
引
い
益
の
街
〕
思

ピ
ー
；
L

4

？： 

と
一
全
体
の
乍
清
の
引
川

'Piえ人法学； GI 、＇.SBG；キl前［2υ12.1、



相

7
方
の
信
義
則
た
反
問
を
判
断
オ
ベ
き
と
し
た
判
例
｛
t
｝

の
連
日

γど
児
休
げ
】
さ
庁
た
も
の
と
一
4
h
怖
で
き
る
さ
ら
い
、

ι
判
決
は

全
体
の
事
情
を
日
絡
ん
U

的
に
考
山
岡

L
た
結
果
、
伏
珂
訟
は
問
尽
に
系
っ
く
相
交
を
当
事
釘
羽
三
分
肘
」
J
る
」
こ
が
一
妥
当
ヒ
判
断
さ
れ
る
場
介

に
は
、
栴
千
卜
刀
の
い
版
行
訂
求
を
部
分
的
ピ
の
み
認
め
る
べ
き
と
す
る
ハ
こ
の
一
ミ
な
中
間
的
問
決
心
悦
拠
yu
し
て
沿
い
だ
椙
殺
｛
H
G
H

え
U
1
U）
O

荒
川
条
）

が
挙
げ
ら
れ
て
J

る

2 

学
説

戦
前
心
遣
説
は
と
く
に
積
拘
位
以
弘
前
拠
を
挙
け
る
こ
と
は
ぐ
山
巾
高
裁
判
所
の
判
例
法
逝
心
ザ
了
F
A
持
し
と
い
た
が
校
／
伎
に
以
J
J

て
か
ら

'U主梓住所におげる不人保みの出的措＇＂ ( : 

は
、
独
｝
一

C
論
拠
を
も
っ
て
判
川
内
法
理
を
支
持
寸
る
け
ん
仰
昨
日
日
日
れ
た
そ
の
代
表
例
と
し
て
フ

r
ッ
ン

h
l

r
6
一

見
併
が
ふ
る

に、

（
問
。
す

2
｛

円

JE「「
2
）

ア
ィ
2

シ
ャ

l
臼
ま
ず
、
代
瑚
権
政
府
法
川
に
闘
し
て
庁
、
の
工
う
な
忌
人
ム
川
俣
fu
を
述
べ
る
し
す
な
わ
ち
、
代
田
佐
の
範
阿
デ
ー
ギ
人

の
L
U
t札
な
街
豆
、

りi
 
－
 

お
よ
む
代
攻
棒
宮
山
尽
の
危
険
の
適
正
な
分
間
と
い
て
ノ
伺
白
か
ら
代
連
防
吋I
濫
尽
の
問
忍
を
解
決
し
よ
う
こ
「
る
つ
目下、人X

 
F
 

と
代
円
一
人
と
の
問
の
内
部
関
係
か
ら
一
分
一
時
以
立
さ
せ
る
畢
阿
佐
以
別
同
法
っ
き
、
代
四
権
椛
川
市
行
rAは
原
則
的
に
有
住
代
迎
行
r品川し仁な

る
乙
と
こ
ろ
が
、
持
悶
悶
原
則
J

r

川4H
制
限
に
当
徹
、
六
代
理
ぬ
川
品
川
の
わ
践
を
ふ
や
人
に
の
み
負
担
さ
t

げ
る
こ
と
は
、
公
正
公
判
断
L
Y

い

そ
の
た
め
、
川
因
性
ぶ
則
の
芙
淀
川
ι
な

r法
的
安
定
性
と
一
「
相
保
一
設
の
杭
i

一山は

v

ノ説トリ一？？
b
d科
で
き
な
い

〈
T

人
と
相

7
L川
、
双

十
サ
の
利
訴
？
と
叫
J

引
に
資
菩
ア
エ
ー
一
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
L

予
｝
の
よ
う
に
、
ブ
ィ
シ
ャ
ー
は
本
人
乙
桝
手
方
乙
の
聞
に
お
汁
る

次
に
、

フ
ィ
ッ
シ
ャ

i
は
本
人
保
一
f
A
J
V
と
同
る
法
律
構
成
ζ

し
亡
、
権
利
濫
用
－
U
抗
弁
を
綾
川
府
「
司
令
判
折
山
河
を
支
持
す
る
。
代
珂
権

出
川
市
行
持
は
形
式
的
に
は
代
述
慌
に
よ
っ
て
恋
わ
孔
て
い
る
が
、

権
利
減
川
出
品
h
で
為
J
1
法
秩
序

ιよ
勺

＇々h
と〉、
口

恒
イ、々
への
に J;J;
i韮m
千lずで
i~ 作
用手
Uコ lj
f正治
弁そ
刀コ Cご）
~；， iZ 
if; ＂で
ら権
才l C! 
るイf
と在
9 ,, 

る，，1i乏
.f{J 

"" 



r日

そ
れ
で
は
、
利
子
卜
々
の
宇
張
を
権
利
法
一
川
！
こ
す
る
に
は
Y
の
よ
汽
な
安
来
が
倒
的
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
＆
い
か
、
こ
の
主
に
つ
き

ブ
ィ
ン
ャ
ー
は
、
本
人
〉
一
情

1
方
t
幻
泊
正
な
引
刊
行
品
川
智
～
量
を
重
視
ー
ノ
、
相
］
ん
の
履
ノ
七
百
、
ふ
が
H
心
H

凶
条
に
造
反
」
寸
J

る
か
百

J、
円問

か
の
判
断
に
際
し
で
は

こ
れ
に
よ
る
乙
、
倒

1
方
向
の
事
情
の
み

当
該
事
案
に
お
け
る
諸
事
情
ケ
い
総
合
的
に
与
山
出
ず
べ

な
ら
ず
、
本
人
・
代
球
人
仰
の
辛
料
も
考
慮
中
久
素
と
す
べ
き
こ
と
汁
！
な
る
口
具
体
的
ピ
は
、

「
）
桁
fL万
一
心
悪
意
や

2
E
）
治
失
心

ペ
ー
注
入
、
が
本
ー
人
心
指
不
キ
一
耐
性
視
し
て
川
氏
4
ツA
H
為
を
し
I
U～
日
の
半
楽
で
あ
る
乙
刀
、
代
舟
人

一回－

が円品川
4
鳴
に
本
人
心
不
利
，
ハ
叩
に
な
る
代
迎
行
為
一
一
行
J

た
主
主
で
あ
る
か
の
い
刊
述
、
（
川
～
代
位
入
に
よ
る
椛
恨
濫
刷
が
μf
じ
た
こ
と

山

の
有
州
地
…
な
ど
も
考
患
に
入
れ
、

Iゴ
レ三九

jワ

同
日
間
と
訟
コ
て
い
る
一
け
が
、

に
つ
レ

t
の
本
人
口
一

日
心
白
河
一
条
車
川
肘
む
可
否
を
判
舟
ず
べ
寺
と
し
と
い
る
ー

以
｝
の
よ
う
に

づ

f
yン
ω
ー
は
本
人
と
相
手
方
の
適
正
日
利
ぷ
衡
問
旦
ご
、
代
思
惟
E
T
川
市
訟
迎
と
日
比
問
問
ず
る
指
針
と
し
て
い
Q
F

ー
ら
れ
に
幕
づ
缶
、
相
手
方

C
Z首
や
「
室
、
過
失
の
み
な
ら
ず
、
代
理
人
に
よ
る
L
R
泌
違
反
の
信
桜
山
「
本
人
の
過
宇
、
な
ど
、
勺
議
事
業

に
お
け
る
諸
市
中
仏
間
主
総
へ
U

的
に
考
山
口
し
て
相
手
ん
の
主
張
が
ぬ
利
混
用
に
あ
た
る
か
「
λ
ー
か
を
判
断
す
る
日
G
B
一一川］

久
木
は
岐

条
項
だ

7m
ワ
、
門
て
の
池
田
川
の
可
否
を
判
断
す
る
際
に
は
多
様
な
山
三
世
や
L

判
断
材
削
れ
と
し
て
叫
酌
す
る
こ
と
が
叶
砲
で
あ
る
「

フ
ィ
ソ

ン
ペ
ー
の
什
見
前
町
は
、
一
一
の
4
AノK
M
R
心
U

一
四
一
条
の
般
条
畑
？
と
し
て
の
機
従
事
一
利
一
一
川
町
ず
る
一
℃
」
に
よ
り
、
J

斗
一
明
主
聞
の
胤

rrな
利

r

ど
鴻
量
そ
し

vrN」耐の
2
2性
J
U
K

確
保
証
J

L

T

、
と
す
る
も
の

3 

小
括

リ
一
川
」
裁
地
所
は
、
作
子
方
の
hh意
や
恵
山
田
、
、
出
向
忠
清
持
違
反
仕
ぐ
り
統
的
事
情
円
み
か
一
幕
準
に
本
人
の
い
弘
弁
を
認
必
る
か
こ
h

っ
か

を
吋
断
L
て
い
止
。
こ
れ
に
対
し
に
、

述
可
否
ム
守
的
作
以
斗
一
川
り
1
一例は、

h
k千
丘
一
心
主
四
一
的
事
情

一
、
有
責
な
態
度
し

の
み
仕
ら
す
、
か

つ
点
王
友
バ
L

お
け
る
諸
宇
官
官
給
与
円
前
に
考
慮
し
て
レ
ッ
G
C

連
沼
通
常
裁
判
所
が
と
く
に
有
日
［
て
レ
る
の
は
、

代
混
入
r
L
U
け
す
る
吹
川
口

'Piえ人法学； GI 、：srnミj キj70 [2υ12. 1、



ユ
ザ
」
怠
ヮ
た
せ
い
で
瀧
用
行
為
を
宍
片
さ
せ
た
と
い
円
本
人
心
責
任
で
あ
る
一
ま
式
、
判
例
法
制
担
を
支
持
す
る
丹
ゾ
説
も
山
f

－Zγ
苦
双
L
M
の
利

治
安
歪
J
W

－
7

附
議
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
述
い
三
心
常
I
叫
判
所
の
判
例
と
こ
れ
を
支
持
ず

rZT説
は
、

、3

z
、d
b

｝
（
｝
 

凶
条
の
般
条
同
一
d

l
）

亡
の
性
柄
。
守
利
用
し
、

F
Uな
史
哀
を
品
川
町
し
た
？
え
で
、
市
1
じけの
M
H
f
上司一本がよ時
i

利
お
い
ヤ
信
義
則
沼
反
に
あJ
三
る
か
を
判
断
し

よ
う
と
す
る
。

第
＝
節

例
外
的
塩
川
権
代
理
障
問
、
成
と
近
時
の
信
義
刻
説

先
遣

zv刑
時
間
一
一

2
）
の
よ
う
に

判
例
迂
説
に
川
け
し
て
、
学
説
で
は
ず
て
に
J1
悶
か
ら
例
外
的
川
権
代
坪
橋
氏
、

νιrmさ
れ
ど
さ

九
ご
す
之
つ
う
、

l

l

i

J

j

j

 

代
呼
権
v
品
川
の
事
実

r
つ
い
亡
畑
子
3
1か
思
意
ま
よ
は
ポ
「
紅
白
過
失
刊
で
あ
る
みJ
ムソ
k
l該
代
即
行
為
を
例
外
的
L

'U主梓住所におげる不人保みの出的措＇＂ ( : 

佳
代
迎
行
A
Y
L
す
る
リ
品
川
別
で
あ
る
こ
の
見
解
ん
は
、

代
域
住
探
川
行
為
が
川
内
外
的U
に
無
住
代
理
に
な
る
む
は
な
ぜ
か
と
い
う
市
川
命
的
松

拠
が
rv川
引
停
だ
っ
七
と
と
も
あ
り
、
戦
リ
ゴ
仏
多
数
の
支
持
ピ
受
け
た
と
は
い
い
殺
か
っ
こ
が

戦
後
は
次
第
に
支
持
喜
を
増
し
れ
j

d

z

以
P
の
九
戸
市
述
立
は
、
一
の
立
駄
を
1

近
時
幻
信
義
則
前
こ
百
羽
す
る

半lj

w: 
カ冶
炉、

_,_. 
M兎

変
J一
、
. 

L、
グ

令

Cコ
ψ一

；う

rr＂＇人民半、白川 13:,:II 7i「2り12

の
契
機
と
た

J
に
の
h

ノ

Jレ

メ

「
名
作
目
立

2
5
5）
が
例
判
的
制
権
代
均
一
構
成
ー
ピ
旅
田
川
心
、
そ
の
目
端
的
根
拠
士
川
停
に
し
f

」
と
で
あ
る
v

ま
た

一
ノ
ル
ー
メ
リ
jι
惇
U
A
j
欠点一！、

－

J

i
－

－

l
f
 例
外
的
川
4
H
ぬ
代
民
情
J
品
の
孝
夫
方
は
判
例
法
院
に
之
、
一
八
口
午
代
後
山
頃
か
ら
影
響
を

廷
は
、
J

対
め
た
c

さ
ら
に
、

J

子
f
号
、
は
ァ
ル
メ
以
降
、
代
担
権
獄
店
法
刊
の
灸
正
！
の
一
族
杭
す
；
〆
し
Hrr守
山
則
〈
B
G
E

同
二
条
）

を
回
枝
川

L
な
が
っ
、

本
人
似
設
の
民
、
件
的
な
安
件
号
効
果
に
つ
い
て
は
例
外
的
主
佳
代
謹
構
戎
乙
同
じ
げ
場
を
乙
る
一
［
也
鮮
が
現
れ
る
、

乙
く
に
マ
ル

i
メ
以
降
、
代
述
権
濫
刑
法
却
を
辰
明
L
U
J

る
担
い
千
は
、

刀
、
の
論
述
と
は
？
一
訟
の
料
ん
ー
を
後
九
し
、
ま
ず
、

フ
ル
メ
に
代
表
さ
れ
る
例
外
的
一
Y
権
代
辺
構
成
4
／
一
概
到
し
（
）
、
続
け
〈
丘
一

時

ch恒
常
時
－
叶
一
説
吉
結
人
パ
ず
る

）c
L
L
の
役
、
例
外
的
叶
権
代
在
日
市
成
幻
影
響
三
一
又
け
た
と
折
滅
さ
れ
る
連
川
淫
常
裁
判
所
判
決
を



r日

検
討
す
る

J、
円問

慨
が
的
無
権
代
理
構
成

例
外
的
旬
d
y
砕
代
珂
総
成
は
災
r
別
に
キ
ゾ
ブ
ら
に
払
っ
て
提
唱
さ
れ
4
7
、n

山山吋佼？も
z
ハ〈ソ

1l代
り
初
閉
ま
で
の
拘

まーた

ヤ
一
の
見
解
J

／一

I
r
t付
す
る
論
止
計
が
h

し
か
し
、
庁
、
i

河
極
極
刑
の
間
決
y
｝
山
戸
因
性
原
則
Y

」
の
河
述
制
U
Z
V
｝
切
符
に
す
る
こ
と
で
こ
の
F
d併
を
対
論
的
ピ

深
化
さ
廿
h
J

の
が
フ
ル

l
メ
亡
永
山
る
。

ア
ル

l
メ
の
珂
論

p
r河
内
心
信
義
司
訴
の
告
白
一
に
も
な
J

て
い
る
た
め
、

半
楕
で
は
と
く
に
ブ

ル
l
〆
以
降
乃
は
併
に

t…山
dJUγ

主
円
わ
ド
て
例
外
的
冊
催
日
付
近
得
点
を
絞
介
ず
る
c

フ
ル
！
メ
の
見
解

ア
ル

l
メ
は
ま

r、
れ
や
人
（
り
弘
的
一
は
治
2
代
別
川
権
心
範
囲
ド
つ
い
て
次
の
よ
う
に
山
内
一
べ
る
f

個
人
が
け
分
自
身
を
規
律
ず
る
権
限
を

J『
fJる
こ
と
は
私
的
白
人
去
の
一
以
則
か
、
り
し
て
ψ
I
然
で
為
る
が
、

こ
れ
山
川
J
し
J

て
あ
る
者
が
他
人
を
規
仰
す
る
権
肢
を
ム
ー
す
る
ζ

J
山

は
疑
い
が
残
る
ご
こ
の
よ
う
な
桟
限
主
代
民
人
に
認
め
る
こ
と
は
、
代
思
人
が
そ
の
栓
院
を
本
人
と
の
内
部
関
係
ー
の
素
務
を
逗
J
し

て
行
使
ず
を
さ
拘
束
さ
れ
C
い
る
阪
L

り
で
の
み
許
存
さ
れ
る
）
た
と
え
ぷ
人
か
ら
一
段
権
さ
れ
て
い
ト
也
、
代
刊
人
が
そ
の
持
阪
を
＋
さ

意
的
に
行
使
ず
る
守
一
／
）
は
計
さ
れ
江
L

代
通
山
件
半
、

判
的
関
係
上
心
義
務
に
拙
う
に
ノ
L
h付
に
制
限
ト
ニ
今
、
」
と
も
本
来
な
ら
ば
川
山
誌
な
は
ず
で
あ
る
」
｝
ノ
か
1

）

一
、
原
則
的
に
も
）

九
九
法
／
仁
為
h
M
内
祁
諸
係
上
一
け
説
務
を
浸
γ

十一
T
L
て
行
わ
れ
た
か
を
外
部
か
ら
川
附
一
G
J
γ

恒
二
と
は
容
易
で
な
い
～
め
、

こ
の
よ
う
収
制
限
を

認
め
る
よ
、
代
洋
権
の
認
国
や
司
容
が
取
引
の
相
手
万
に
／
）
っ
て
未
明
絡
に
な
っ

ξ
L
ま
い
、
以
引
社
会
に
お
日
る
代
球
引
皮
心
実
用

生
が
去
な
し
山
、
れ
る
ρ

L

W

」
で
、
川
一
ぷ
法
慌
の
ん
組
閣
は
内
部
関
係
よ
山

本
人
に
対
L
U
J
る
内
部
義
務
毒
況
は

'Piえ人法学； GI 、：s140）リ72[2υ12. 1、



代
理
行
為
の
効
力
に
彰
m
M

口、〕
h
a
い
と
の
原
則

μ

3

L

て
、
o
J

、才
v
l
i
v
J

ヘ
何
回
何
原
則
J

こ
の
で
勺
に
、
ル
れ
点
注
目
～
’
叫
対
性
を
引
認
め
る
引
い
拠
が
憎

T
方
の
れ
引
友
人
せ
の
保
護
ζ

い
え
実
際
的
な
附
憶
に
あ
る
と
「
ノ
る
以

l
、
州
制

T
方
の
山
内
引
ト
μ
九
ア
ル
｝
保
護

f
る
wrfy古
な
い
場
位
、
恥
河
性
原
則
の
L

旭
川
は
限
界
を
刊
一
え
る
こ
乙
に
な
る
〉
ャ
の
場
合
、
2

…
同
性
原
則

の
適
川
川
は
例
外
的
に
，
h
f死
さ
れ
、
山
片
山
立
権
危
用
行
為
は
畢
催
代
珪
と
な
り
、

ん
川
権
代
辺
に
対
す
る
H
G
H
一
口
口
条
刀
、
の
川
グ
止
が
泊

則
さ
れ
る
U

ヲ
ー
メ
土
ユ
ト
、
J
t河
了
よ
）

守

）

f

t

r

f

h

d

マR
i

l

l

c

キ
y
o
J
以
来
の
杭
一
K
L山
川
rM
世
代
珂
松
山
川
九
七
根
拠
つ
日

J

疋
に
フ
ル

l
メ
は

代
珂
植
村
出
川
別
行
為
の
効
力
ι
h
v
r巾
y

｛
屯
す
る
川
断
基
準
に
つ
レ

の
」
う
に
述
べ
る
〈
代
州
人
に
よ
る
片
品
義
務

迫
一
以
か
な
い
か
む
以
ず
べ
き
式
務
に
造
反
し
f
いと

h
V
4
5昧
で
の
不
千
刀
心
υ
一
地
失
ん
と
、
代
理
権
品
用
行
為
の
幼
力
一
ゲ
一
否
定
す
る
川
町
基

'U主梓住所におげる不人保みの出的措＇＂ ( : 

れ R
ると
刀？す
！っ vヘ
できゅ 、ーアf
cの k
ブ戸内日I,, Fφ 

の

つ

虐：
羊
未完

務
J自

子

)t 

い
う
州
国
性
眼
目
引
の
十
L
市
KJμ

利
ト
川
い
や
か
矢
わ

取
引
安
情

し
か
し
、

相
手
方
の
悪
庄
が
一
北
め
ら
れ
る
場
合
に
れ
い
り
み
代
域
紛
恥
ど
γ

白
山
「
る
と
い
う
の

C
は
実
際

r
C
不
都
ん
円

を
き
た
す
っ
相
手
ん
の
悪
立
山
以
内
、
い
u

的
事
実
で
あ
町
、
午
、
心
y

仏
訟
は
極
め
て
困
雑
だ
か
つ
て
あ
る
わ
そ
こ
で
、
代
田
権
部
引
が
他
人
内

やと
乏｝
過亡
失明
、＇＇ ' ，，ふ i

r －亡
、－ ＂つ
lま J

な fこ
くと
, 

詰主 弓
凶存
fj＇守的l
Hl 11) 
人中
に’九
y 今

つ長
て i¥'
I引に
l’i 1c 
で埋
あ行
つ為
たの
か n;
ど果
うや
か何
日｛
／ご 7E
icl 寸』
'-- ...--, 

あき
ヴ一一戸

l,:__JI' ¥. 

dう

台る
J_ll! , 

ノ、
、－
;if, 
才L
1zt 

市
匂ご

''° 識
f← 

｛ま

問
題
と
た
る
の
は
、

他
人
心
尚
失

ず
で
あ
る
、

あ
る
い
は
丘
町
四
一
人
で
、
あ
れ
ば
円
勺
日
夜
d
J
に
入
ら
な
」
ほ
と
代
別
人
の
行
為
が
疑
わ
、
八
対
す
も
の
ご
あ
コ
た
坊
合
、

円
性
が
改
め

2 

ブ
レ
ル
ス
の
見
解

桔
子
方
江
川
護
の
例
外
的
否
定
と
い
』
つ
初
円
山
」
／
｝
革
担
ず
る
守
ノ
ル

i
メ

u
d論
を
さ
ら
に
給
料
情
化
し

f
U
刀
ブ
レ
ル
ス

（

H
C片
岡
庁
ロ

て
為
る
c

ブ
レ
ル
え
は
、
代
在
住
滋
用
行
為
伊
原
則
的

ι右
往
代
思
と
さ
れ
る
の
は

明

U

コv
r
t

も
っ
ぱ
ら
代
泣

h
込
の
有
『
何
川
ヰ
に
サ 明
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r日

ず
る
相
了

h
の
折
口
和
pf
保
護
ず
る
た
め
さ
あ
勺
p

の
閉
山
解
ヨ
一
基
t
一
と
す
る
c

そ
り
？
九
三
、
代
刊
一
博
稿
用
の
問
問
な
次
の
、
主
ノ
に
前
町
決

ず
べ
き
こ
張
ず
る
。
ふ
す
な
わ
ち
、
収
引
安
全
一

い
う
川
市
討
を
反
抗I
判
別
す
る
な
り
川
口
、

代
津
山
怪
は
阿
部
関
係
！
の
義

十
小
米

J、
円問

政
情
に
適
令
し
た
P
C
A
の
範
回
に
判
制
限
さ
れ
て
い
る
ロ
そ
の
粍
凶
を
超
え
る
部
分
は
、
市
川
什
川
氏
人
工
の
保
一
点
乙
い
っ
州
内
出
の
み
に
本
づ
き
代

述
慌
が
拡
張
さ
せ
ら
、
孔
て
い
る
は
ず
さ
な
い
U

そ
心
ー
た
め
、

取
引
の
杓
子
P
K
A
h
J

代
坪
へ
に
ぷ
る
河
市
対
日
除
上
の
元
将
違
反
に
つ
い
で
豆

意
｛
｝
xdmm「
wzr
－m）
で
あ
h
、
そ
り
取
引
安
全
を
保
を
い
す
る
こ
ζ

が
不
適
切
立
場
合
法
、
代
述
権
の
甚
囚
件
を
ヨ
μ
川
市
的
に
防
切
除
「
ぺ

き
で
J

め
る

c
f
c結
果
、
代
型
人
が
内
山
義
務
に
泣
反

L
C一
行
っ
た
代
昨
行
t

均
以
代
町
壮
一
位
一
（
り
記
判
外
の
行
為
と
な
旬
、
代
型
人
は
川
権

代
理
人
と
し
L
扱
わ
れ
る
ー

ま
た
、
本
人
心

る
安
件
と
し
て
／

L
ル
ス
は
、
相

T
十
ん
の
知
る
事
情
に
基
づ
き
、
採
用
の
争
中
人
が
ー
品
皮
心
部
然
性
七
日
τ

も
》
一
て
佐
川
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
を
基
準
L

す
べ
き
と
で
仮
す
る

Z

し
て
、
と
の
某
下
ー
は
実
質
的
に
は
活
用
心
一
切
っ
ほ
某
準
と
今
日
花

ず
る
も
の
て
為
り
、
相

T
克
の
重
過
失
と
J
Q
ぷ
具
が
た
い
と

へ
相
千
↓
戸
J

一

ω

の
よ
刊
に
）
そ
れ
以
ト
に
弘
北
旧
な
申
立
引
常
設
定

ー
る
こ
と
は

相
柑

H
作
防
相
別
心
月
的
と
す
る
取
？
J

安
全
日
一
保
山
荘
止
を
も
っ
て
し
て
も
と
勺
化
Y
J
れ
刊
な
い
勺

反
対

へ
経
過
失
の
よ
よ

げ
と
そ
れ
以
上
綬
ゐ
か
な
変
什
J
K
設
け
る
ミ
と
も
、
や
は
り
以
引
一
久
全
の
保
誌
と
い
た
ノ
波
同
性
原
則
の
ド
的
と
調
和
し
伝
L

3 

小
括

1
7ト
j

、
戸
、
利
t
H
A
r
d九＋
J

郎、

F
hツ
下

品

劫

U
T
I
F
f
パ
（

代
4
d
株叫池山川
rれ
ぬ
を
z
m

ぷ
払
川
町
れ
哩
と
情
点
L
J
る
一
こ
も
本
ら
れ
は
川
常i
J
f

め
る
い
は
本
来
は
子
う
情

片
叫
す
べ
予
こ

、
ハ
片
山
当
権
癒
用
事
案
に
お
日
る
本
八
町
印
私
内

、
川
町
山
沖
対
町
本
山
い
し
例
外
的
立
TD’七一

の
根
拠
；
し
て
、
山
山
下
布
保
一
歳

の
不
安
れ
か
強
詞

TGn
代
述
採
り
仙
川
調
性
は
も
っ
ぱ
ιJ
代
法
取
引
の
和
子
丘
紘
一
誌
を
門
的
と
「
る
か
ら
、

相
手
方
の
取
引
ム
全
を
保

設
す
る
必
民
性
が
な
レ
場
合
に
は
批
回
世
日
持
除
さ
れ
、

代
昨
権
は
内
部
円
昨
日
千
？
ー
の
義
務
に
よ
り
て
制
限
さ
れ
た
状
態
rL
去
る
し
を
の
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一ぬ

と
め
、
内
出
関
係
上
の
設
が
に
迫
反
ず
る
代
別
権
池
山
川
行
為
は
例
外
的
に
川
権
代
別
行
為
と
ん
d

る
c

ま
三
、
相
川
子
ん
保
護
の
f
m

安
刊
を
判
断
F
J
4
0
u恭
刊
；
：
三

1
1
相
1
1均
の
昨
過
失
一
よ
れ

ph時
江
挨
件
、
こ
く
に
活
用
の
川
p

一
刊
h
I
f
h

過

い
る
っ
こ
れ
は
、
計
過
失
の
よ
う
な
緩
や
か
仕
民
件
を
一
ぷ
け
る
こ
三
で
、
収
引
安
全
心
心
州
議
乙
い
う
と
川
内
竹
原
則
の

円
前
が
没
却
さ
れ
る
と
と
や
一
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

近
時
の
信
義
剣
説

例
外
り
市
川
権
代
野
柄
成
日
h

、担任

T
H川
保
認
が
不
要
と
な
ゐ
混
合
に
代
前
札
権
の
無
凶
注
目
丸
刈
伝
し

代
在
権
益
出
行
為
土
例
外
的
に
川

佳
代
理
と
し
た
F

し
か
し
、
こ
の
見
尚
一
は
川
囚
円
の
例
外
的
以
抗
除
を
制
収
拠
づ
け
る
実
定
法
二
ω
規
定
中
と
く
に
苧
げ
て
い
は
い
υ

代

'U主梓住所におげる不人保みの出的措＇＂ ( : 

理
町
似
の
仰
向
性
が
口
的
論
的
に
山
川
除
さ
れ
Q
と
道
明
す
る
に
と
ど
ま
る

H
G
B
一
七

1一
条
以

F
む
が
吊
が
一
μ
及
さ
れ
て
い
る
が

の
ほ
定
は
、
あ
る
代
用
行
為
が
也
権
代
川
一
と
な
る
結
合
に
ど
の
よ
う
な
げ
い
作
効
呆
が
認
め
ら
れ
る
か
乞
定
め
る
だ
け
で
あ
り
、
代
刊
行

為
が
畑
権
代
別
Y

と
な
る
棋
拠
を
定
め
た
規
定
で
は
な
い
〈
こ
れ
に
付
し
て
、
代
民
権
掛
川
明
示
坦
の
条
E
λ
l
w操
拠
と
し
て
日
義
則
（
日

G
E

川
二
条
）
一
を
後
目
、
〕
h
a
が
、
コ
、
例
外
的
h
T

権
代
田
町
構
成
の
、

E
k
r
司
令
い
松
拠
お
t
o
び
公
刊
効
果
ま
：
丈
甘
い
ヲ
ず
る
見
解
が
、
午
説
で
y

張

さ
れ
C
い
ゐ
し
ご
の
見
解
は
、
そ
の

E
K
F
る
実
説
的
人
々
門
が
は
別
1

「
」
て
、
代
目
校
沿
い
い
り
の
問
題
を
Hrr守
山
則
〈
B
G
E

同
二
条
）

に
＃
っ
き
U
M
M山－
t
J

る
げ
胤
帽
の

本
円
析
で
は
、
こ
の
法
律
情
成
J

ご
肝
怖
に
「
品
川
町
1

〆
て
い
る
、

一
類
、
明
乙
杭
F

つ

カ
ル
ス
フ

へ
討
出
回

12白川
門
戸

、
、
ン
ユ
ノ
ム

（
｝
外
出
吋
］
］
「
ロ
N

、
そ
1
ν

しユ

／
－
、
ン
？
一
、
ミ
ッ
ド
l

フ
ィ
ー
レ

ル
ゲ
J

e

シ
コ
ミ

y
f

出
口
プ
ロ
J

－L
Z

の
か
斗
」
児
一
併
を
料
λ
m
p
t
’るハ
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r日

カ
ル
メ
デ
ン
・
ン
ユ
ミ
ッ
ト
の
見
解

刀
ル
ス
フ
ン
－
一
J

1

了
、
ァ
ト
は
、
例
外
的
山
峰
山
代
埼
格
設
の
p

四
社
と
可
じ
く
、
相
手
方
保
設
の
例
外
的
な
人
円
t

～
ヒ
ピ
ー
ノ
長
本
的
視
点

J、
円問

か
ら
代
珂
棒
話
用
の
問
さ
を
考
察
づ
る
、
」
ヲ
な
わ
ち
、
代
4
d
ι

刊
叫
品
川
じ
為
は
相
手
＋
々
の
は
川
川
ハ
ハ
女
八
十
を
保
護
ず
J

る
七
め
に
原
則
的
に
右
効

と
認
め
ら
れ
る
U

？
か
L
、
こ
の
よ
ム
な
和
子
必
肱
設
に
も
限
界
が
あ
り
、
そ
の
限
界
は
ど
こ
か
、
そ
り
限
界
か
ら
逸
泌
す
る
場
台
ピ

ど
の
よ
ミ
な
川
氏
や
効
果
を
認
釣
る
べ
き
か
を
同
わ
日
日
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
ま
「
与
の
対

mTh
コ
い
て
、
配
一
机
Y
4
t
リ山市
t

権

府
、
問
持
成
げ
か
妥
当
と
す
る
ー

ご
パ
νJF7
え
で

U
法
伊
再
刊
以
に
へ
J
L
て

B
G
臼

川
二
条
を
川
一
尉
FJ
る
伝
統
口
町
見
解
と
、

R
U
B

七
七
条
以
ト
！
官
、
企

川
刑
す
る
け
ん
時
一
レ
〈
心
t

九
一
げ
を
批
判
す
る
日
心
B
一
七
七
条
以
ト
は
、
代
理
格
帯
用
行
為
が
糾
佳
代
理
1
ぐ
ん
払
っ
た
場
合
の
氏
作
効
来
と

lu

め
て
い
る
に
い
乙
ざ
ず

い
か
H
r
b
ぬ
ι
t
h
代
市
川
行
為
、
山
並
佳
代
埋
L

は
る
か
の
要
任
古
人
工
く
比
定
し
r

い
な
い
ー

ロ
υ
いいU
口
u

11:, 
十

ノJ

J
A
ポ
は
、
不
人
保
護
を
L
当
化
す
る
机
惚
お
よ
び
z
u
安
刊
に
悶
ポ
る
規
d

張
、
あ
り
、
コ
の
安
件
が
宇
ハ
一
反
さ
れ
る
場
へ
口
の
効
栄
b
f
山L
め

て
い
と
い
〈
て
の
た
め
、
代
別
「
一
花
併
用
の
問
題
士
解
決
す
る
よ
法
的
根
拠
2

乞、

B
G
R
一
四

粂
T

／
一
日
心
巳
一
七
七
条
以
ド
の
い
ず
れ

求
め
る
べ
き
か
し
一
い
え
ノ
従
来
心
対
止
は
噛
み
合
っ
て
い
た
い
と
し
う
じ
そ
こ
ご
、
ガ
ル
ス
一
2

ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
代
理
権
町
北
川
市
法
則
一

の
茶
…
従
全
日
心
日
一
七
七
条
以

f
と
い
わ
G
H
二
回
二
名
、
の
肉
方
に
主
く
」
と
を
判
明
ナ
る
ν

す
な
わ
か
円
、

心
人
保
護
吉
正
当
作
山
す
る
桜

拠
お
L

昨
ペ
〉
三
、
の
削
岩
件
い
は
B
G
B

わ
い
為
／
｝
な
り
、

条
に
求
め
ら
れ
、
他
方
、
そ
の
裟
件
充
足
の
場
合
の
品
川
栄
こ
し
て
当
該
代
迎
行
為
が
r
…
棒
代
述

一rib」

B
G
B
一
じ
じ
条
以
、
i
h
h
v

加
…
捨
迎
用
さ
れ
る
。

I＇ヰ

XF」、つに、

カ
凡
ス
一
？
／
－
J
J

ュ
ミ
ソ
ト
は
本
人
保
詫
一
三
安
件
と

L
て
ワ
凡
メ
の
王
娠
す
る

rm用
の
明
白
性
呆
可
を
主
J

N

一3
0
n
上
下

人
の
似
J

友
会
｝
析
か
千
五
が
悪
志
乃
場
合
に
限
定
す
る
ご
；
は
司
さ
れ
へ
は
い
n

濫
用
心
主
ア
↓
ヘ
を
あ
え
て
認
識
し
よ
う
と

L
な
い
い
一
と
は
、
法
制

桜
山
前
缶
詰
識
か
中
心
る
場
合
と
同
紙
に
立
川
悩
さ
れ
る
べ
き
た
か
ら
で
ム
め
る
（
し
か
し
、

い
ず
れ
4
J
r
f子
刀
心
内
心
的
宇
山
た
で
あ
い
り
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与
一
一
一
で
、
宮
倒
的
な
メ
ル
ク

γ
ル
古
求
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
r

マ
一
れ
？
っ
民
間
“
の
明
白
川
内
ご
あ
る
仁
こ
の
基
準
は

叩
f
方
の
甫
一
過
矢
に
対
応
計
ノ
ス
V
J

も
の
だ
子
、
解
釈
論
上
は
過
失
責
任
か
り
い
別
手
れ
ゐ

2 

ア
ィ
レ
、
シ
寸
ラ
ム
の
見
解

r
y
f
l
レ
は
、
取
引
安
全
保
認
の
た
め
に
認
降
ら
れ
る
抵
同
性
原
則
を
、
保
設
に
値
し
な
い
が
子
お
こ
り
認
が
加
で
は
泡
川
し
な
い
と

3
9
る、一
L
L
げ
か
代
位
縫
泣
別
法
坦
の
向
山
釈
ヘ
町
一

ま
；

川淵
mポ
は
っ
し
て
も

代
別
出
権
濫
用
行
為
b
例
外
下
Jι
川
J

権
代

並
行
為

ι
な
打
、
本
人
以
当
該
契
お
古
川
辺
認
で
き
る
と
す
る
（
仙
川
1
3
I
1
取
引
安
全
保
設
の
例
外
的
な
再
定
hv
止
当
化
す
る
収
住
は
お

G 
B 

利
二
久
求
心
規
律
に
求
め
ら
わ
匂

'U主梓住所におげる不人保みの出的措＇＂ ( : 

一ノノ

1
レ
ば
、
代
呼
権
慌
川
む
川
判
ぺ
ゴ
川
は
で
は
な
く
、
出
市

T七刀
dmYR過牛へ
JT
本
人
保
護
の
耐
久
九
河
J
し
、
誠
尖
か
つ
ん
J

埋
的
yh
取
引
の
相

れ了
るち
とで
ナあ
る三7れ
ぱ

c・ 

ら当
該
苧
i長

の
も
と
で
代
珂
権
部
仰
の
お
実
宏
君
過
す
る
は
ず
は
な
か
っ

f
1／
い
つ
均
台
二
重
辺
生
が
認
め
ら

蔽
田
川
の
明
γ

ヨ一件
ι
本
市
ー
と
重
過
失
要
件
と
の
悶
絡
に
つ
い
亡
、

川
市
川
市
が
明
Fl
と
あ
る
場
企
山
は
同
時
に
和
子
I
J

の
乏
過
7

－
へ
の
ん
什
ぃ
引
も
認
め
ら
れ
る
に
雫
一
尚
失
J
U

待
問
的
、
類
刑
的
に
そ
の
ん
村
併
が
判
断
さ
れ
る
基
準
で
あ
る
か
、
り
、
市
川
の
明
白
性

と
乏
過
失
こ
で
ぷ
ぷ
：
的
な
違
レ
は
存
在
J

な
い

、
H
じ
日
二
回
二
来
立
松
拠
／
｝
一
し
な
カ
ら
、
い

4hJLd
事
裁
判
所
や
フ
イ
ヅ
ン
ャ
v

の
ィ
パ
慨
に
開
ヘ
な
り
、

一
一
ィ
ー
レ

ミ」
ρ（
J
h

諸
事
情
の
M

昨
」
台
苓
掃
に
消
却
i

的
仕
主
浅
J
f

不
す
ノ
占
が
特
俊
的
で
あ
る

γ
れ
は
、
限
引
安
全
保
護
の
例
外
的
な
γ

内
定
よ
古
代
通
体
濫
阿
川
作

述
の
意
義
こ
ん
九
る
長
本
的
視
は
は
出
来
す
る
も
の
ζ

推
派
さ
れ
る
n

L
、
ν

亡。
1
J
玉、

j
i
J
～
l
l
v
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1
1
1
ν
中
点
、

－V
M
1

れへ、
f
k
千
人
、
う
日
じ
い
z
ど
目
見
二
f
L

i
一I
J

ノ
チ
V
L

ノ

U
＋
！

r

，
4
1

－A
V

代
球
行
持
す
7

よ
人
宇
奈
か
、
意
川
門
的
に
本
人
心
不
利
一
伐
に
人
G

G
代
1
rわ
持
歩
行
つ
り
に
字
架
治
の
桁
造
を

ιー問
γγ
匂
ア
イ
ア
ン
ャ

η
U九

併
に
つ
北
対
す
る
し
朽
手
方
、
β
代
詩
人
の
義
務
達
比
一
三
川
っ
て
い
ん
一
以
一
は
、
そ
の
保
護
は
不
安
で
お
打
、
ド
手
方
の
%
誌
を
r
h
一J
む
ず
る
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r日

か
ど
っ
’
F
の
判
断
、
か
代
川
町
人
の
義
務
退
反
の
志
一
較
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
の
担
前
は
説
得
力
今
、
欠
く
、
ー
い
う
の
、
？
坪
r叶
で
あ
る
ご

＼八
u
資
旦
一
に
士
J

て
説
書
を
分
配
す
る
ん
小
組
は
な
、

し
o，斗
N 

、
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ま
た
、
本
人
に
共
川
過
失
が
あ
る
均
台
仁
、
濫
山
内
の
依
険
を
本
人
と
相
子
ん
〆
」
の
司
で
分
叫
す
る
こ
と
（
判
例
｛
f

よ
刊
日
日
（
ゆ
一
－
に
も

J、
円問

反
対
す
る
相
一
十

U
が
溢
目
の
事
君
、
に
つ
い
て
悪
と
ま
た
は
主
意
示
過
矢
で
保
護
に
値
し
仕
I
U
以
l
、
ヶ
夜
行
為
は
ル
効
ミ
わ
り
、
利

シ
ム
一
プ
ム
は
、
取
引
安
全
の
が
諸
問
ふ
γ
示
17止
す
る
解
釈
論
ト
の
梨
処
を
H
G
B
二
同
一

長
に
求
ぬ
司
令
一
ア
q

レ
の
茶
恥
ー
的
視
点
ー
を
踏
襲

要
件
に
相
克
し
て
、
何

11門ソ
パ

V
4
一
山
牛
ん
か
ら
概
念
メ
訓
さ
、
れ
た
泣
刑
の
客
町
一
口
市
明
白
叫
一
基
準
会
応
用
1

（児一

こ
rて
を
ず
る
c

二三－

1

v
z
f）

i

～

i
l
 

フ
ル

I
メ
心
見
解

ツュ一マノ、
jjAib

設
用
の
3
1ム
門
川
ー
を
片
品
唯
T
v
と
す
る
か

恒
ア
方
の
重
迫
失
を
品
川
刊
し
し
す
る
か
で
結
へ
附

ι
十
九
宍
が

年
じ
る
わ
け
て
は
な
い
こ
と
を
認
め
竺
金
用
の
明
白
性
は
椙

T
力
心
吊
過
パ
へ
の
存
万
一
を
間
按
的
に
不
す
も
の
だ
か
ら

一ノノ

1
レ
J
H
λ

ない
r

。一

二
一
プ
ム
は
B
G
H
一
匹
一
条
を
治
川
す
る
際
に
は
全
件
下
情
吉
総
合
考
店
j
ぺ
き
と
4

下
張
ず
る

守
点
目
叩
に
は
、

代
山
山
人

plR務
返
町
内
心
能
様
士
山
町
附
す
る
こ
と
や
、

分
叫
に
反
い
町
す
ら
な
ど
、
総
入
品
川
考
慮
と
い
う
考
ん
＋
々
を
l
k
れ
だ
け
声
、
添
い
て
い
る
か
校
わ
し
い
、

久
ー
人
三
日
ハ
日
過
失
が
あ
る
場
与
口
、
日
け
る
f叫
l

人
と
川
畑

I
奇
心
聞
の
江
険
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ユ
ル
ゲ
ン
・
シ

7
二
シ
ト
の
見
解

代
連
F

付
濫
用
法
理
に
お
け
る
B
G
H
二
阿
二
条
の
守
口
義
を
氾
へ
τ一
に
形
式
的
な
も
の
ー
ふ
也
削
押
す
る
の
が
ユ
ル
ゲ
シ
・
シ
ゴ
ミ
ッ
ト
で
あ

ユ
ル
ゲ
シ
e

シ
ょ
、
、
、
ン
ト
は
、
代
川
崎
権
u
f

血いい川町一
J

問ーは

zr、
取
引
安
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の
保
守
設
を
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に
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め
ら
れ
る
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件
原
則
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適
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叫
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い
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らすよ
れ H0
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市
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γ る
る民二
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一
の
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な
U
A
4
門
誌
引
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間
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は
日
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日
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を
形
人
f
の
摂
持
、
、
十

7
vケ
J

．、ン

7
、
、
ッ
ー
は
、
午
、
逃
権
京
出
法
非
心
安
付
ぃ
綿
一
恥
宮
前
じ
る
に
あ

r打
、
加
世
田
凶
吟
原
則
。
一
意
誌
や
代
瑳
権
の
制
限
と



いっ
l

二
以
上
主
主
殺
し
、

1

i

i

d

一

ニ

ー

そ
の
立
場
か
、
つ
従
来
の
判
例
法
担
や
泊
説
へ
の
訓
刊
Jr甲
山
間
す
る
「
こ
の
l

一
っ
か
お
知
的
で
あ
る
r

ま
ず
、

長
わ
い
は

M
3性
原
則
の
ι

意
義
仁
出
…
ら
し

ら
れ
る
と
す
る
。
い
河
件
原
則
の
意
義
は
代
述
限
引
の
安
全
に
主
什
す
る
刀

H
L

～斗
hyゐにい一久ソ、

紋
引
の
憎

Tト
h
J
U
代
述
格
濫
m
川
一
ヰ
ん
刈
っ
て
い
ん
｝
場
台
、

（
こ
れ
は
相

あ
る
い
は
代
謹
椛
品
川
が
問
円
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あ
っ
た
場
合

千
万
の
重
丙
副
作
文
に
刻
U
L
dヲ
る
）
、
そ
り
保
吋
平
内
は
不
治
切
乙
な
る
。
こ
の
場
介
、
代
辺
権
笠
岡
山
け
危
険
会
弘
和
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月
に
む
川
畑
刊
さ
ゼ
る
こ
乙
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当
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さ
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ら
れ
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、
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し
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安
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似
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〕
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ゲ
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司
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台
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－
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濫
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れ
る
結
果
、

日
G
E
－
－
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す
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す
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古
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れ
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ぺ｛L
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「日

G
日
一
七
七
会
担
、
手
J
4
J
Y叫
か
ハ
川
河
A

慢
な
く
’
ご
、
他
人
の
ち
に
お
い
て
山
町
八
d
ヤ
併
に
州
止
軌
？
と
」
埼
〈
円
、
木
人
に
け
川
す
る
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の
長
約
の
J

叫
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追
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に
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－
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予～
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仇
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